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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用ドアの車両幅方向外側に設けられているドアアウタパネルに設けられ、板厚方向
に貫通されていると共に、前記ドアアウタパネルの板厚によって異なる位置に形成された
第１切欠き部を有している第１開口部と、
　前記ドアアウタパネルに設けられ、板厚方向に貫通されていると共に、前記ドアアウタ
パネルの板厚によって異なる位置に形成された第２切欠き部を有している第２開口部と、
　前記ドアアウタパネルの車両幅方向外側に設けられると共に、前記ドアアウタパネルの
車両幅方向内側に取り付けられたドアハンドルフレームに前記第１開口部及び前記第２開
口部を介して略車両前後方向に沿って移動可能に保持されているドアハンドルグリップと
、
　前記第１開口部の周縁部近傍に配置されると共に前記ドアアウタパネルと前記ドアハン
ドルグリップとの間に設けられ、略板状の弾性部材により構成されかつ前記ドアアウタパ
ネルの裏面から前記ドアハンドルグリップまでの寸法が前記ドアアウタパネルの板厚に関
わらず所定の寸法となるように板厚が設定されると共に前記第１開口部の前記第１切欠き
部に係合する第１係合部が形成されている第１パッド部材と、
　前記第２開口部の周縁部近傍に配置されると共に前記ドアアウタパネルと前記ドアハン
ドルグリップとの間に設けられ、略板状の弾性部材により構成されかつ前記ドアアウタパ
ネルの裏面から前記ドアハンドルグリップまでの寸法が前記ドアアウタパネルの板厚に関
わらず所定の寸法となるように板厚が設定されると共に前記第２開口部の前記第２切欠き
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部に係合する第２係合部が形成されている第２パッド部材と、
　を有する車両用ドアハンドル構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用ドアハンドル構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、車両用ドアハンドル構造が開示されている。この車両用ドアハン
ドル構造では、開口部を有するドアアウタパネルと、ドアアウタパネルの車両幅方向内側
に設けられたドアハンドルフレームと、ドアアウタパネルの車両幅方向外側に設けられる
と共にドアアウタパネルの開口部を介してドアハンドルフレームに支持されたドアハンド
ルグリップとを有している。ドアハンドルグリップとドアアウタパネルとの間には、弾性
部材により構成されたパッド部材が設けられている。これにより、ドアハンドルグリップ
がフルストローク位置から初期位置へ戻る際の打音が低減される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－０３０９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両用ドアハンドル構造におけるドアハンドルフレームからドアハンドルグ
リップまでの寸法は所定の寸法にて固定されているため、ドアアウタパネルの板厚が異な
る車種間にてドアハンドルグリップ及びドアハンドルフレームを共用する場合、ドアアウ
タパネルの板厚差をパッド部材の板厚を変更することで吸収することが考えられる。しか
しながら、特許文献１に開示された車両用ドアハンドル構造では、パッド部材が弾性部材
により構成されていることから、パッド部材をドアハンドルグリップ及びドアアウタパネ
ルの間に設ける際に弾性変形する可能性がある。このため、ドアアウタパネルの板厚が異
なる別の車種用に板厚を設定したパッド部材を、当該車種とはドアアウタパネルの板厚が
異なる車種に弾性変形させながら誤って組み付けてしまう可能性がある。したがって、上
記先行技術はこの点で改良の余地がある。
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、ドアアウタパネルの板厚が異なる車種間にて共用化できる
と共に誤組付を防止することができる車両用ドアハンドル構造を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明に係る車両用ドアハンドル構造は、車両用ドアの車両幅方向外側
に設けられているドアアウタパネルに設けられ、板厚方向に貫通されていると共に、前記
ドアアウタパネルの板厚によって異なる位置に形成された第１切欠き部を有している第１
開口部と、前記ドアアウタパネルに設けられ、板厚方向に貫通されていると共に、前記ド
アアウタパネルの板厚によって異なる位置に形成された第２切欠き部を有している第２開
口部と、前記ドアアウタパネルの車両幅方向外側に設けられると共に、前記ドアアウタパ
ネルの車両幅方向内側に取り付けられたドアハンドルフレームに前記第１開口部及び前記
第２開口部を介して略車両前後方向に沿って移動可能に保持されているドアハンドルグリ
ップと、前記第１開口部の周縁部近傍に配置されると共に前記ドアアウタパネルと前記ド
アハンドルグリップとの間に設けられ、略板状の弾性部材により構成されかつ前記ドアア
ウタパネルの裏面から前記ドアハンドルグリップまでの寸法が前記ドアアウタパネルの板
厚に関わらず所定の寸法となるように板厚が設定されると共に前記第１開口部の前記第１
切欠き部に係合する第１係合部が形成されている第１パッド部材と、前記第２開口部の周
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縁部近傍に配置されると共に前記ドアアウタパネルと前記ドアハンドルグリップとの間に
設けられ、略板状の弾性部材により構成されかつ前記ドアアウタパネルの裏面から前記ド
アハンドルグリップまでの寸法が前記ドアアウタパネルの板厚に関わらず所定の寸法とな
るように板厚が設定されると共に前記第２開口部の前記第２切欠き部に係合する第２係合
部が形成されている第２パッド部材と、を有している。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、車両用ドアの車両幅方向外側に設けられているドアア
ウタパネルには、板厚方向に貫通された第１開口部と第２開口部とが設けられている。ま
た、ドアアウタパネルの車両幅方向内側には、ドアハンドルフレームが取り付けられてお
り、このドアハンドルフレームに第１開口部及び第２開口部を介して支持されたドアハン
ドルグリップがドアアウタパネルの車両幅方向外側に設けられている。このドアハンドル
グリップとドアアウタパネルとの間における第１開口部の周縁部近傍には、略板状の弾性
部材により構成されかつドアアウタパネルの裏面からドアハンドルグリップまでの寸法が
所定の寸法になるように板厚が設定された第１パッド部材が設けられている。また、ドア
ハンドルグリップとドアアウタパネルとの間における第２開口部の周縁部近傍には、第１
パッド部材と同様に略板状の弾性部材により構成されかつドアアウタパネルの裏面からド
アハンドルグリップまでの寸法が所定の寸法になるように板厚が設定された第２パッド部
材が設けられている。したがって、ドアハンドルグリップがルストローク位置から初期位
置へ戻る際の打音を低減することができる。また、一般的に、ドアハンドルグリップとド
アハンドルフレーム（又はドアハンドルフレームが取り付くドアアウタパネルの裏面）と
の間の寸法は、所定の寸法に設定されているが、ドアアウタパネルの板厚が異なる車種に
てドアハンドルグリップを共用する場合にも、ドアアウタパネルの裏面からドアハンドル
グリップまでの寸法が所定の寸法となるように板厚を変更した第１パッド部材及び第２パ
ッド部材を設けることで、ドアハンドルフレームも合わせて共用化することができる。
【０００８】
　ここで、第１パッド部材には、第１開口部に設けられた第１切欠き部に係合する第１係
合部が設けられている。また、第２パッド部材には、第２開口部に設けられた第２切欠き
部に係合する第２係合部が設けられている。この第１切欠き部及び第２切欠き部は、ドア
アウタパネルの板厚によって異なる位置に形成されている。したがって、板厚が異なるド
アアウタパネルごとに用意される複数の第１パッド部材における第１係合部及び第２パッ
ド部材における第２係合部の位置は、ドアアウタパネルの第１切欠き部及び第２切欠き部
に合わせてそれぞれ異なる位置に形成されている。つまり、ある板厚のドアアウタパネル
を有する車種用の第１パッド部材及び第２パッド部材を、別の板厚のドアアウタパネルを
有する車種へ組み付けようとしても、第１切欠き部に対して第１係合部との位置が異なる
と共に、第２切欠き部に対して第２係合部の位置が異なるため、組付けが困難となる。し
たがって、組み付け作業を行う作業者は、部品の誤りに気付くことができるため、誤組付
を防ぐことができる。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の本発明に係る車両用ドアハンドル構造は、ドアアウタパネルの板厚が異
なる車種間にて共用化できると共に誤組付を防止することができるという優れた効果を有
する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態に係る車両用ドアハンドル構造を有するドアハンドルを示す概略斜視
図である。
【図２】（Ａ）は一実施形態に係る車両用ドアハンドル構造におけるドアアウタパネルの
一部を示す車両側面図であり、（Ｂ）は（Ａ）に対応する第１パッド部材及び第２パッド
部材を示す車両側面図である。
【図３】（Ａ）は図２に対して板厚が異なる場合のドアアウタパネルの一部を示す車両側
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面図であり、（Ｂ）は（Ａ）に対応する第１パッド部材及び第２パッド部材を示す車両側
面図である。
【図４】図１に対して車両側面から見た状態を示す車両側面図である。
【図５】図２（Ａ）におけるＡ－Ａ線に沿って切断した状態を示す拡大断面図である。
【図６】図３（Ａ）におけるＢ－Ｂ線に沿って切断した状態を示す拡大断面図である。
【図７】（Ａ）はドアハンドルグリップの長手方向一端部を車両室内側から見た状態を示
す概略図であり、（Ｂ）はドアアウタパネルの第１開口部に異なる板厚のドアアウタパネ
ル用の第１パッド部材を適用した状態を車両側面から見た示す概略図である。
【図８】（Ａ）はドアアウタパネルの第２開口部に異なる板厚のドアアウタパネル用の第
２パッド部材を適用した状態を示す図６に対応した拡大断面図であり、（Ｂ）はドアアウ
タパネルの第２開口部に異なる板厚のドアアウタパネル用の第２パッド部材を適用した状
態を車両側面から見た状態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図１～図８を用いて、本発明の一実施形態について説明する。なお、これらの図
において示される矢印ＦＲは車両前後方向前側、矢印ＯＵＴは車幅方向外側、矢印ＵＰは
車両上下方向上側をそれぞれ示す。
【００１２】
　図１に示されるように、車両用ドアハンドル構造を有する車両用ドアハンドル１０は、
図示しない車両用ドアの車両幅方向外側に設けられたドアアウタパネル１２に取り付けら
れている。ドアアウタパネル１２は、車両用ドアの意匠面を構成しかつ金属製（一例とし
て鋼板）の板材により構成されている。ドアアウタパネル１２における車両用ドアハンド
ル１０に対応した部位には、ドアハンドル内側へ凹んだ手入れ部１４が形成されている。
このドアアウタパネル１２の板厚は、一例として板厚が０．７ｍｍに設定されている。な
お、図１から図６においては、構成をわかり易くするため、手入れ部１４以外のドアアウ
タパネル１２の図示を省略している。
【００１３】
　車両用ドアハンドル１０は、ドアハンドルグリップ１６と、ドアハンドルフレーム１８
と、第１パッド部材２０と、第２パッド部材２２とを有している。このドアハンドルグリ
ップ１６は、ドアアウタパネル１２における手入れ部１４の車両幅方向外側にて車両前後
方向に沿って延設されており（図４参照）、長手方向の一端部と他端部とが中央部に対し
て車両幅方向内側に設けられている。つまり、ドアハンドルグリップ１６は、車両平面視
で略Ｕ字状に形成されており、ユーザーはドアハンドルグリップ１６の中央部を把持可能
とされている。
【００１４】
　ドアハンドルフレーム１８は、ドアアウタパネル１２の車両幅方向内側に取り付けられ
ていると共に、車両前後方向に沿って延設されている。このドアハンドルフレーム１８は
、図２（Ａ）に示されるように、ドアアウタパネル１２の手入れ部１４における車両前方
側に設けられると共にドアアウタパネル１２の板厚方向に貫通形成された第１開口部２４
と、手入れ部１４における車両後方側に設けられると共にドアアウタパネル１２の板厚方
向に貫通形成された第２開口部２６とを介して、ドアハンドルグリップ１６を略車両幅方
向に相対移動可能に保持されている。具体的には、ドアハンドルグリップ１６の一端部に
設けられると共に第１開口部２４に挿入されている係合アーム２８（図７（Ａ）参照）が
、ドアハンドルフレーム１８の軸部１９（図１参照）に回動可能に軸支されている。また
、ドアハンドルグリップ１６の他端部に設けられると共に第２開口部２６に挿入されてい
る図示しない係合脚部が、ドアハンドルフレーム１８に相対移動可能に保持されている。
つまり、ドアハンドルグリップ１６は、ドアハンドルフレーム１８の軸部を中心に略車両
幅方向に沿って回動可能に保持されている。
【００１５】
　第１開口部２４は、車両側面視で略矩形状に形成されている。また、第１開口部２４の
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車両前方側の端部には、第１切欠き部３０が形成されている。この第１切欠き部３０は、
第１開口部２４の車両前方側の端部における車両上方側に配置されており、第１開口部２
４の車両前方側の端部から車両前方側へ突出した略Ｕ字状に形成されている。さらに、第
１開口部２４の車両後方側の端部には、後側切欠き部３２が形成されている。この後側切
欠き部３２は、第１開口部２４の車両後方側の端部における車両上下方向略中央部に配置
されており、第１開口部２４の車両後方側の端部から車両後方側へ突出した略Ｕ字状に形
成されている。
【００１６】
　第２開口部２６は、車両側面視で略矩形状に形成されている。また、車両下方側の端部
には、第２切欠き部３４が形成されている。この第２切欠き部３４は、第２開口部２６の
車両下方側の端部における車両前後方向略中央部に配置されており、第２開口部２６の車
両下方側の端部から車両下方側へ突出した略Ｕ字状に形成されている。
【００１７】
　第１開口部２４の周縁部近傍に配置されると共にドアアウタパネル１２とドアハンドル
グリップ１６との間には、図２（Ｂ）に示される第１パッド部材２０が設けられており、
ドアハンドルグリップ１６の初期位置ではドアアウタパネル１２とドアハンドルグリップ
１６との間に第１パッド部材２０が挟まれている。つまり、初期位置におけるドアハンド
ルグリップ１６は、第１パッド部材２０の車両幅方向外側面と当接されている（図１参照
）。この第１パッド部材２０は、車両側面視で略矩形板状の弾性部材（一例として樹脂部
材やゴム部材）により構成されており、ドアアウタパネル１２の裏面から初期位置におけ
るドアハンドルグリップ１６までの距離（換言すると、ドアアウタパネル１２の裏面から
第１パッド部材２０の車両幅方向外側面までの距離）が所定の寸法となるようにドアアウ
タパネル１２の板厚に対応して第１パッド部材２０の板厚が設定されている。なお、第１
パッド部材２０には、ドアアウタパネル１２の第１開口部２４に対応して板厚方向に貫通
された車両側面視で略矩形状に形成された第１貫通孔３６が形成されている。このドアア
ウタパネル１２の第１開口部２４と第１パッド部材２０の第１貫通孔３６とのそれぞれの
車両上下方向での寸法は、ドアハンドルグリップ１６の係合アーム２８（図７（Ａ）参照
）の車両上下方向の寸法よりも若干大きく設定されている。
【００１８】
　第１パッド部材２０には、第１開口部２４の第１切欠き部３０に対応した位置に第１係
合部３８が形成されている。この第１係合部３８は、第１パッド部材２０の車両幅方向内
側面から車両幅方向内側へ突出されており、第１パッド部材２０がドアアウタパネル１２
とドアハンドルグリップ１６との間に設けられている状態では、第１係合部３８が第１切
欠き部３０内に挿入されている。
【００１９】
　また、第１パッド部材２０には、第１開口部２４の後側切欠き部３２に対応した位置に
第１後方爪部４０が形成されている。この第１後方爪部４０は、第１パッド部材２０の車
両幅方向内側面から車両幅方向内側へ突出されており、第１パッド部材２０がドアアウタ
パネル１２とドアハンドルグリップ１６との間に設けられている状態では、第１後方爪部
４０が後側切欠き部３２内に挿入されている。
【００２０】
　一方、第２開口部２６の周縁部近傍に配置されると共にドアアウタパネル１２とドアハ
ンドルグリップ１６との間には、第２パッド部材２２が設けられており、ドアハンドルグ
リップ１６の初期位置ではドアアウタパネル１２とドアハンドルグリップ１６との間に第
２パッド部材２２が挟まれている。つまり、初期位置におけるドアハンドルグリップ１６
は、第２パッド部材２２の車両幅方向外側面と当接されている。この第２パッド部材２２
は、車両側面視で略矩形板状の弾性部材（一例として樹脂部材やゴム部材）により構成さ
れており、ドアアウタパネル１２の裏面から初期位置におけるドアハンドルグリップ１６
までの距離（換言すると、ドアアウタパネル１２の裏面から第２パッド部材２２の車両幅
方向外側面までの距離）が所定の寸法となるようにドアアウタパネル１２の板厚に対応し
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て第２パッド部材２２の板厚が設定されている。なお、第２パッド部材２２には、ドアア
ウタパネル１２の第２開口部２６に対応して板厚方向に貫通されかつ車両側面視で略矩形
状に形成された第２貫通孔４２が形成されている。
【００２１】
　第２パッド部材２２には、第２開口部２６の第２切欠き部３４に対応した位置に第２係
合部４４が形成されている。この第２係合部４４は、第２パッド部材２２の車両幅方向内
側面に設けられており、この車両幅方向内側面から車両幅方向内側へ突出されている。そ
して、第２係合部４４は第２切欠き部３４内に挿入されている（図５参照）。
【００２２】
　また、第２パッド部材２２には、第２開口部２６の車両後方側の端部における車両上下
方向略中央に対応した位置に第２後方爪部４６が形成されている。この第２後方爪部４６
は、第２パッド部材２２の車両幅方向内側面に設けられており、この車両幅方向内側面か
ら車両幅方向内側へ突出されている。そして、第２後方爪部４６は第２開口部２６の車両
後方側の端部における車両上下方向略中央に係合されている。
【００２３】
　さらに、第２パッド部材２２には、第２開口部２６の車両上方側の端部及び車両下方側
の端部にそれぞれ一対の嵌合部４８が形成されている。この一対の嵌合部４８は、第２開
口部２６の車両上方側の端部及び車両下方側の端部から互いに近接する方向に突出されて
いると共に、車両幅方向内側へ延設されており、先端部がドアハンドルフレーム１８に嵌
合する構成とされている。
【００２４】
　ところで、ドアハンドルフレーム１８からドアハンドルグリップ１６までの寸法は、所
定の寸法に設定されている。したがって、ドアアウタパネル１２とは板厚が異なる図３（
Ａ）に示されるドアアウタパネル５０により構成された図示しない車両用ドアに車両用ド
アハンドル１０を適用する場合は、図３（Ｂ）に示されるように、異なる板厚のドアアウ
タパネル５０に対応して板厚を変更した第１パッド部材５２及び第２パッド部材５４が適
用される。なお、ドアアウタパネル５０は、一例としてアルミニウム合金により構成され
ていると共に、板厚が１．２ｍｍに設定されている。また、ドアアウタパネル５０は、板
厚及び材質以外はドアアウタパネル１２と基本的に同一構成とされており、前述したドア
アウタパネル１２と基本的に同一構成部分については、同一符号を付してその説明を省略
する。
【００２５】
　ドアアウタパネル５０における手入れ部１４には、車両用ドアハンドル１０が設けられ
ている。車両用ドアハンドル１０のドアハンドルグリップ１６は、ドアアウタパネル５０
の車両幅方向外側に設けられている。ドアハンドルグリップ１６は、ドアアウタパネル５
０の車両幅方向内側に取り付けられたドアハンドルフレーム１８によって保持されている
。具体的には、図３（Ａ）に示されるように、ドアアウタパネル５０の手入れ部１４にお
ける車両前方側に設けられると共に板厚方向に貫通形成された第１開口部５６に挿入され
ているドアハンドルグリップ１６の係合アーム２８（図７（Ａ）参照）がドアハンドルフ
レーム１８の軸部１９（図１参照）に回動可能に軸支されている。また、手入れ部１４に
おける車両後方側に設けられると共にドアアウタパネル５０の板厚方向に貫通形成された
第２開口部５８にドアハンドルグリップ１６の図示しない係合脚部が挿入されてドアハン
ドルフレーム１８に対して相対移動可能に保持されている。
【００２６】
　第１開口部５６は、車両側面視で略矩形状に形成されている。また、車両前方側の端部
には、第１切欠き部６０が形成されている。この第１切欠き部６０は、第１開口部５６の
車両前方側の端部における車両上下方向略中央部に配置されており、第１開口部５６の車
両前方側の端部から車両前方側へ突出した略Ｕ字状に形成されている。さらに、第１開口
部５６の車両後方側の端部には、後側切欠き部３２が形成されている。
【００２７】
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　第２開口部５８は、車両側面視で略矩形状に形成されている。また、車両上方側の端部
には、第２切欠き部６２が形成されている。この第２切欠き部６２は、第２開口部５８の
車両上方側の端部における車両前後方向略中央部に配置されており、第２開口部５８の車
両上方側の端部から車両上方側へ突出した略Ｕ字状に形成されている。
【００２８】
　第１開口部５６の周縁部近傍に配置されると共にドアアウタパネル５０とドアハンドル
グリップ１６との間には、図３（Ｂ）に示される第１パッド部材５２が設けられており、
ドアハンドルグリップ１６の初期位置ではドアアウタパネル５０とドアハンドルグリップ
１６との間に第１パッド部材５２が挟まれている。つまり、初期位置におけるドアハンド
ルグリップ１６は、第１パッド部材５２の車両幅方向外側面と当接されている。この第１
パッド部材５２は、車両側面視で略矩形板状の弾性部材（一例として樹脂部材やゴム部材
）により構成されており、ドアアウタパネル５０の裏面から初期位置におけるドアハンド
ルグリップ１６までの距離（換言すると、ドアアウタパネル１２の裏面から第１パッド部
材５２の車両幅方向外側面までの距離）が所定の寸法となるようにドアアウタパネル５０
の板厚に対応して第１パッド部材５２の板厚が設定されている。なお、第１パッド部材５
２には、ドアアウタパネル５０の第１開口部５６に対応して板厚方向に貫通されかつ車両
側面視で略矩形状に形成された第１貫通孔６４が形成されている。このドアアウタパネル
５０の第１開口部５６と第１パッド部材５２の第１貫通孔６４の車両上下方向での寸法は
、ドアハンドルグリップ１６の係合アーム２８（図７（Ａ）参照）の車両上下方向の寸法
よりも若干大きく設定されている。
【００２９】
　第１パッド部材５２には、第１開口部５６の第１切欠き部６０に対応した位置に第１係
合部６６が形成されている。この第１係合部６６は、第１パッド部材５２の車両幅方向内
側面から車両幅方向内側へ突出されており、第１パッド部材２０がドアアウタパネル１２
とドアハンドルグリップ１６との間に設けられている状態では、第１係合部３８が第１切
欠き部３０内に挿入されている。また、第１パッド部材５２には、第１開口部５６の後側
切欠き部３２に対応した位置に第１後方爪部４０が形成されている。
【００３０】
　一方、第２開口部５８の周縁部近傍に配置されると共にドアアウタパネル５０とドアハ
ンドルグリップ１６との間には、第２パッド部材５４が設けられており、ドアハンドルグ
リップ１６の初期位置ではドアアウタパネル５０とドアハンドルグリップ１６との間に第
２パッド部材５４が挟まれている。つまり、初期位置におけるドアハンドルグリップ１６
は、第２パッド部材５４の車両幅方向外側面と当接されている。この第２パッド部材５４
は、車両側面視で略矩形板状の弾性部材（一例として樹脂部材やゴム部材）により構成さ
れており、ドアアウタパネル５０の裏面から初期位置におけるドアハンドルグリップ１６
までの距離（換言すると、ドアアウタパネル１２の裏面から第２パッド部材５４の車両幅
方向外側面までの距離）が所定の寸法となるようにドアアウタパネル５０の板厚に対応し
て第２パッド部材５４の板厚が設定されている。なお、第２パッド部材５４には、ドアア
ウタパネル５０の第２開口部５８に対応して板厚方向に貫通されかつ車両側面視で略矩形
状に形成された第２貫通孔６８が形成されている。
【００３１】
　第２パッド部材５４には、第２開口部５８の第２切欠き部６２に対応した位置に第２係
合部７０が形成されている。この第２係合部７０は、第２パッド部材５４の車両幅方向内
側面に設けられており、この車両幅方向内側面から車両幅方向内側へ突出されている。そ
して、第２係合部７０は第２切欠き部６２内に挿入されている（図６参照）。
【００３２】
　また、第２パッド部材５４には、第２開口部５８の車両後方側の端部における車両上方
側に対応した位置に第２後方爪部７２が形成されている。この第２後方爪部７２は、第２
パッド部材５４の車両幅方向内側面に設けられており、この車両幅方向内側面から車両幅
方向内側へ突出されている。そして、第２後方爪部７２は第２開口部５８の車両後方側の
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端部における車両上方側に係合されている。なお、ドアアウタパネル５０における第２開
口部５８の車両後方側の端部は、ドアアウタパネル１２における第２開口部２６の車両後
方側の端部と異なる形状に形成されている。また、第２パッド部材５４には、第２開口部
５８の車両上方側の端部及び車両下方側の端部にそれぞれ一対の嵌合部４８が形成されて
いる。
【００３３】
　次に、本実施形態の作用並びに効果を説明する。
【００３４】
　本実施形態では、図２に示されるように、車両用ドアの車両幅方向外側に設けられてい
るドアアウタパネル１２には、板厚方向に貫通された第１開口部２４と第２開口部２６と
が設けられている。また、ドアアウタパネル１２の車両幅方向内側には、図１に示される
ように、ドアハンドルフレーム１８が取り付けられており、このドアハンドルフレーム１
８に第１開口部２４及び第２開口部２６を介して支持されたドアハンドルグリップ１６が
ドアアウタパネル１２の車両幅方向外側に設けられている。このドアハンドルグリップ１
６とドアアウタパネル１２との間における第１開口部２４の周縁部近傍には、略板状の弾
性部材により構成されかつドアアウタパネル１２の裏面からドアハンドルグリップ１６ま
での寸法が所定の寸法になるように板厚が設定された第１パッド部材２０が設けられてい
る。また、ドアハンドルグリップ１６とドアアウタパネル１２との間における第２開口部
２６の周縁部近傍には、第１パッド部材２０と同様に略板状の弾性部材により構成されか
つドアアウタパネル１２の裏面からドアハンドルグリップ１６までの寸法が所定の寸法に
なるように板厚が設定された第２パッド部材２２が設けられている。したがって、ドアハ
ンドルグリップ１６がフルストローク位置から初期位置へ戻る際の衝撃を第１パッド部材
２０と第２パッド部材２２とが吸収することで打音を低減することができる。また、ドア
ハンドルグリップ１６とドアハンドルフレーム１８（又はドアハンドルフレーム１８が取
り付くドアアウタパネル１２の裏面）との間の寸法は、所定の寸法に設定されているが、
ドアアウタパネル１２と板厚が異なる図３（Ａ）に示されるドアアウタパネル５０を適用
した車種にてドアハンドルグリップ１６を共用する場合にも、ドアアウタパネル１２の裏
面からドアハンドルグリップ１６までの寸法が所定の寸法となるように板厚を設定した図
３（Ｂ）に示される第１パッド部材５２及び第２パッド部材５４を設けることで、ドアハ
ンドルフレーム１８も合わせて共用化することができる。
【００３５】
　図２（Ｂ）に示されるように、第１パッド部材２０には、図２（Ａ）に示される第１開
口部２４に設けられた第１切欠き部３０に係合する第１係合部３８が設けられている。ま
た、第２パッド部材２２には、図２（Ａ）に示される第２開口部２６に設けられた第２切
欠き部３４に係合する第２係合部４４が設けられている。この第１切欠き部３０及び第２
切欠き部３４は、図３（Ａ）に示されるように、板厚が異なるドアアウタパネル５０では
、異なる位置に形成されている。これに対応して、図３（Ｂ）に示される第１パッド部材
５２の第１係合部６６及び第２パッド部材５４の第２係合部７０の位置も、図２（Ａ）に
示される第１パッド部材２０及び第２パッド部材２２とは異なる位置に形成されている。
したがって、図７（Ｂ）に示されるように、ドアアウタパネル５０を有する車種用の第１
パッド部材５２を、別の板厚のドアアウタパネル１２を有する車種へ組み付けようとして
も、第１切欠き部３０に対して第１係合部６６の位置が異なるため、第１切欠き部３０に
第１係合部３８がスムーズに係合しない。仮に、無理やりドアアウタパネル１２に第１パ
ッド部材５２を組み付けると、ドアアウタパネル１２の第１開口部２４に対して第１パッ
ド部材５２の第１貫通孔６４（特に車両前方側）がずれた状態となる。この状態では、図
８（Ａ）に示されるドアハンドルグリップ１６の係合アーム２８が第１貫通孔６４及び第
１開口部２４に挿入できなくなる。これとは逆に、図２（Ｂ）に示されるドアアウタパネ
ル１２を有する車種用の第１パッド部材２０を、図３（Ａ）に示される別の板厚のドアア
ウタパネル５０を有する車種へ組み付けた場合も、上述と同様に第１開口部５６に対して
第１貫通孔３６がずれた状態となるため、ドアハンドルグリップ１６の係合アーム２８が
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第１開口部５６及び第１貫通孔３６に挿入できなくなる。したがって、組み付け作業を行
う作業者は、部品の誤りに気付くことができるため、誤組付を防ぐことができる。
【００３６】
　また、図８（Ｂ）に示されるように、ドアアウタパネル５０を有する車種用の第２パッ
ド部材５４を、別の板厚のドアアウタパネル１２を有する車種へ組み付けようとしても、
第２切欠き部３４に対して第２係合部７０の位置が異なるため、第２切欠き部３４に第２
係合部４４が係合しない。仮に、無理やりドアアウタパネル１２に第２パッド部材５４を
組み付けようとしても、図８（Ａ）に示されるように第２係合部７０がドアアウタパネル
１２と干渉するため、第２パッド部材５４の嵌合部４８がドアハンドルフレーム１８と嵌
合することができない。これとは逆に、図２（Ｂ）に示されるドアアウタパネル１２を有
する車種用の第２パッド部材２２を、図３（Ａ）に示される別の板厚のドアアウタパネル
５０を有する車種へ組み付けた場合も、上述と同様に第２係合部４４がドアアウタパネル
５０と干渉するため、第２パッド部材２２の嵌合部４８がドアハンドルフレーム１８と嵌
合することができない。したがって、組み付け作業を行う作業者は、部品の誤りに気付く
ことができるため、誤組付を防ぐことができる。これらにより、ドアアウタパネル１２の
板厚が異なる車種間にて車両用ドアハンドル１０を共用化できると共に誤組付を防止する
ことができる。
【００３７】
　さらに、第２パッド部材２２には、第２開口部２６の車両後方側の端部における車両上
下方向略中央に対応した位置に第２後方爪部４６が形成されている。一方、第２パッド部
材５４には、第２開口部５８の車両後方側の端部における車両上方側に対応した位置に第
２後方爪部７２が形成されている。つまり、第２パッド部材２２と第２パッド部材５４と
では、第２後方爪部４６、７２の位置がそれぞれ異なることから、この点によっても組み
付け作業を行う作業者は、部品の誤りに気付くことができるため、誤組付を防ぐことがで
きる。
【００３８】
　なお、上述した実施形態では、第１パッド部材２０、５２における第１係合部３８、６
６は、第１貫通孔３６、６４における車両前方側に設けられているが、これに限らず、ド
アアウタパネル１２、５０の第１切欠き部３０、６０に対応していれば別の位置に設けら
れていてもよい。同様に、第２パッド部材２２、５４における第２係合部４４、７０は、
第２貫通孔４２、６８における車両上方側又は車両下方側に設けられているが、これに限
らず、ドアアウタパネル１２、５０の第２切欠き部３４、６２に対応していれば別の位置
に設けられていてもよい。
【００３９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく
、その主旨を逸脱しない範囲内において上記以外にも種々変形して実施することが可能で
あることは勿論である。
【符号の説明】
【００４０】
１２   ドアアウタパネル
１６   ドアハンドルグリップ
１８   ドアハンドルフレーム
２０   第１パッド部材
２２   第２パッド部材
２４   第１開口部
２６   第２開口部
３０   第１切欠き部
３４   第２切欠き部
３８   第１係合部
４４   第２係合部



(10) JP 6658568 B2 2020.3.4

５０   ドアアウタパネル
５２   第１パッド部材
５４   第２パッド部材
５６   第１開口部
５８   第２開口部
６０   第１切欠き部
６２   第２切欠き部
６６   第１係合部
７０   第２係合部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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